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分割譲渡記録請求 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「分割譲渡記録請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「債権情報（債権者立場）一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

③検索方式で「記録番号以外」を選択

した場合は、各項目を任意で選択

してください。 

⑤検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

分割譲渡するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

③検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

 

②検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 

③ ③ 

④「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 

①債権区分を選択してください。 

 ・通常債権（発生済みのでんさい） 

 ・予約債権（発生予約請求中のでんさい） 
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（３）「分割譲渡記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「分割譲渡記録承認依頼」画面が表示されます。 

   内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②分割債権金額 

譲受人（相手先）に譲渡する金額を入力

してください。 

※カンマの入力は不要です。 

①譲受人（相手先）の「でんさい利用者

番号」と口座情報を入力してください。 

③電子記録年月日（譲渡日） 

 画面の説明をご確認のうえ、西暦で

入力してください。 

翌日以降の日付にすると予約扱い

となります。 

④保証付与の有無 

 通常は「あり」を選択してください。 

 ※譲渡人（ご自身）を保証人として

記録する項目です。 

 

⑤請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が必要

な場合に入力してください。） 
 

⑥「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
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・（注）この時点では、分割譲渡記録請求の手続き

は完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「分割譲渡記録承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


